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１ 久御山町教育大綱の策定にあたって

はじめに

現在、国においては、教育政策全体の方向性や目標、施策などを定める教育振

興基本計画が令和５年６月に閣議決定され、「2040 年以降の社会を見据えた持続

可能な社会の創り手の育成」「日本社会に根差したウェルビーイング※1の向上」

を計画のコンセプトに、令和９年度までの教育の羅針盤となる計画とされました。

また、令和 12年度全面実施に向けた次期学習指導要領の検討が中央教育審議

会で進められ、「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、

自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能な社会の創り手を

『みんな』で育む」ことが基本的な考え方として示されています。

久御山町においては、平成 27 年４月の「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律」の施行に伴い最初の教育大綱を策定し、その後、

現在の教育大綱（第３期）は令和４年３月に改訂し、「地域の力を結集した教育

の推進・人と人がふれあい、尊重し合う心を育む」を基本理念とする中で、各種

教育行政を推進し、久御山学園における園小中一貫教育などに取り組んできまし

た。また、近年では、令和６年 11 月にこども園保育料の無償化や、令和７年４

月からこども園・小中学校の給食費の無償化などの保護者負担軽減策を実施して

きました。

しかし、コロナ禍を経て、全国的な流れと同様に本町においても不登校児童生

徒の増加や、経済的支援が必要な子育て世帯の比率の高さなど、町の課題として

教育と福祉の一体的な連携による新たな施策の推進が必要となってきています。

このような中、国や京都府の動向、町のまちづくりの基本指針である総合計画

の改定状況も鑑み、令和８年度からの教育大綱を改訂します。

(１) 教育大綱の位置付け

久御山町教育大綱（以下「教育大綱」という。）は、「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）」に基づき、本町の教育、学

術、及び文化の振興に関する施策の大綱として、町長と教育委員会が総合教育

会議において協議・調整し、町長が定めるもので、本町の教育行政を推進する

ための基本的な方針となるものです。本町では、この教育大綱において、「教

育基本法（平成 18年法律第 120 号）」に基づく教育の振興のための施策に関す

る基本的な計画についても、重点取組事項として併せて示します。
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また、教育大綱の策定にあたっては、国の教育振興基本計画等の内容を参酌し、

町の最上位計画である総合計画等との整合を図ります。

（教育大綱の位置付け）

(２) 教育大綱の期間

教育大綱（第４期）の対象期間は、令和８年度から 12 年度までの５年間を基

本とします。ただし、国の教育振興基本計画や本町の関連する計画の見直しなど、

今後の教育を取り巻く環境や社会情勢等の変化等を踏まえて総合教育会議にお

いて協議・調整を行い、状況に応じて適宜見直していくものとします。

（教育大綱（第４期）の期間）

※1 日本社会に根差したウェルビーイングとは、その要素として、「幸福感（現在と将来、自分と周りの他者）」、

「学校や地域でのつながり」、「協働性」、「利他性」、「多様性への理解」、「サポートを受けられる環境」、「社

会貢献意識」、「自己肯定感」、「自己実現（達成感、キャリア意識など）」、「心身の健康」、「安全・安心な環

境」などが挙げられる。（教育振興基本計画）

令和８年度 令和 12年度 （５年間）

（2026 年度） （2030 年度）

教 育 大 綱

教育振興基本計画

第６次総合計画

（まちの将来像）

あたたかい絆 広がる笑顔 未来の光が輝らすまち 久御山

共動 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり

こども計画

（基本理念）

こどもまんなか みんなの声が
響く くみやま

こどもの未来魅力化条例

久御山町

国

教育振興基本計画等

京都府

教育振興プラン

整合参酌

『久御山町の教育』

（学校教育の重点、社会教育の重点）

方向性に沿う
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（教育大綱の構成）

【基本理念】

一人ひとりが豊かな人生と社会を創造するために、
自ら考え、主体的に行動する「生きる力」を育む

【基本方針】 【教育振興基本計画】（重点取組事項）

久御山学園園小中一貫教育による

(1) 未来を切り拓く生きる力を育
む教育の推進

(2) 一人ひとりが輝き、成長する
教育の推進

(3) 一人ひとりの未来の魅力化を
図る教育環境の推進

(4) 全世代が自分らしく学び、地
域社会の担い手となる生涯学
習の推進

① 豊かな心と健やかな身体を育む教育
の推進

② 学びに向かう力を育む教育の推進
③ 持続可能な社会の形成に参画する態
度の育成

④ 遊びを通して生きる力を育む幼児教
育の推進

⑤ 未来に向け主体的に行動する教職員
の育成

① 個別最適な学びと協働的な学びの充
実

② 多様な教育ニーズに対応した支援の
充実

① こどもにとっての最善の利益が尊重
される環境づくり

② 生まれ育つ環境に左右されない学習
環境の充実

③ ライフステージに応じた切れ目ない
支援の充実

④ こどもの育ちを支える地域活動の推
進

⑤ 安全･安心な教育環境整備

① 生涯にわたる学びの提供と多世代交
流の促進

② スポーツ活動を通じた健康増進と交
流の促進

③ 郷土愛につながる歴史文化の保全・
活用の促進
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２ 教育大綱

教育大綱は、「基本理念」「基本方針」によって構成します。

(１) 基本理念

＊「生きる力」の要素 … 確かな学力、豊かな人間性、健やかな体

(２) 基本方針

こどもを取り巻く環境が大きく変化する中においても、主体的に学び続け、

他者と協働しながら、たくましく生き抜く力の育成を推進します。

(2) 一人ひとりが輝き、成長する教育の推進

こどもの多様性や個性を尊重し、一人ひとりが自己肯定感を高めなが

ら、「生きる力」を育むための教育環境づくりを推進します。

(3) 一人ひとりの未来の魅力化を図る教育環境の推進

一人ひとりの権利が尊重され、生まれ育つ環境に左右されることなく課題

や困難があっても、その将来に夢や希望を持ち続け成長していけるよう町全体

「オール久御山」で教育環境の充実をめざします。

(4) 全世代が自分らしく学び、地域社会の担い手となる生涯
学習の推進

急速に社会が変化し、人生100年時代を迎える中、全ての人が豊かな人生

を送ることができるよう、生涯にわたって意欲的に楽しく学び続けることが

できる機会と環境づくりを進めるとともに、町の歴史をはじめ、得られた

経験・知識を地域社会に活かすことのできる生涯学習社会をめざします。

※2 久御山学園とは、町立こども園・小学校・中学校までを１つの「学園」と見立て、０から15歳までを見通した園

小中一貫教育を推進するとともに、学校運営協議会などからの支援を得ながら、町ぐるみでこどもたちを育てる組織。

一人ひとりが豊かな人生と社会を創造するために、

自ら考え、主体的に行動する「生きる力＊」を育む

(1)
久御山学園※2園小中一貫教育による

未来を切り拓く生きる力を育む教育の推進
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３ 教育振興基本計画（重点取組事項）

◎ 園小中で系統性と連続性のある一貫した保育・教育により「生きる力」※3 を育成する
久御山学園を推進します。

◎ 学力の充実や向上を図るため、「言語力」「自己指導能力」を柱とした指導方法の工
夫や改善、園児児童生徒に応じた指導を充実し、中学校卒業までを見通した教育を推
進します。

① 豊かな心と健やかな身体を育む教育の推進

(ⅰ) 規範意識、思いやりを尊重する心などの人間性を育む豊かな感性やコミュニケーショ
ン能力を育成します。

(ⅱ) 豊かな自然環境を活かし、地域や家庭、大学等関係機関と連携し、豊かな心と
健やかな身体を育む取組を推進します。

(ⅲ) 「野菜のまち」久御山町食育推進条例に基づき、食育を推進するとともに、安全・
安心でおいしい給食を提供します。

(ⅳ) 本町の特徴を活かした中学校部活動の地域展開を推進します。

② 学びに向かう力を育む教育の推進

(ⅰ) 家庭、こども園、小・中学校、地域が連携・協力して、読書の楽しさを啓発する取
組などを展開するとともに、こどもたちの手の届くところに本がある環境をめざし、本へ
の関心や読書習慣の形成により、こどもの読書ばなれの改善に向けた取組を推進し
ます。

(ⅱ) しなやかに生き抜く力※4 のもととなる、「非認知能力」の醸成、「自己指導能力」の
育成を推進します。

③ 持続可能な社会の形成に参画する態度の育成

(ⅰ) キャリア教育※5 の推進や社会的自立をめざす特別支援教育など、一人ひとりを
大切にした個性や能力を伸ばす教育を推進します。

(ⅱ) 地域の力を活かした自然体験やものづくり体験などを通して、こどもを育む環境づく
りに努め、人権教育をはじめとする心の教育や情報モラル（生成ＡＩやＳＮＳの
適正利用含む）、環境教育、国際理解教育など、持続可能な社会の形成に参画
できる態度を育みます。

（１）
久御山学園園小中一貫教育による

未来を切り拓く生きる力を育む教育の推進
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④ 遊びを通して生きる力を育む幼児教育の推進

(ⅰ) 遊びを通して「生きる力」を育む就学前教育（心と体づくり）を推進します。
(ⅱ) 保護者の多様化するニーズや教育・体験格差に対応するため、教育内容の充実・
拡充に努めます。

⑤ 未来に向け主体的に行動する教職員の育成

(ⅰ) 研修や保育・教育アドバイザーを活用し、本教育振興基本計画が達成できるよう
教職員及び保育教諭の教師力・保育力向上を図ります。

(ⅱ) 校種を超えた研修や連携により、久御山学園のめざす、教職員の育成に努めま
す。また併せて、教育の質の向上につながるよう働き方改革等を図ります。

※3 「生きる力」とは、変化の激しい社会の中で、自ら課題を見つけ、考え、判断し、行動し、よりよく生

きていくための力（現行学習指導要領より）。

＊ 生きる力の要素

① 確かな学力… 基礎的・基本的な知識や技能を確実に身につけ、それらを活用して課題を解決する力

② 豊かな人間性… 思いやり、感動する心、正義感、責任感、他者を尊重する態度など人としての豊かさ

③ 健やかな体… 健康でたくましい心身、困難に立ち向かう意志や体力

※4 「しなやかに生き抜く力」とは、中央教育審議会教育課程企画特別部会の論点整理において、「予測

困難な時代に、労働市場の流動化や就業時間の長期化、マルチステージの人生モデルへの転換が進む中、

しなやかに「自らの人生を舵取りできる力」が不可欠となりつつある。」とされている。

※5 学校の特色や地域の実情を踏まえつつ、こどもたちが将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分

の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力や学習習慣を発達段階に応じて育む教育。
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（２） 一人ひとりが輝き、成長する教育の推進

① 個別最適な学びと協働的な学びの充実

(ⅰ) 効果的にＩＣＴを利活用し、個別最適な学びと協働的な学びを充実します。
(ⅱ) 継続的な学習習慣を定着させるため、「ゆめ☆スタ Weekly」※6 を開催します。

② 多様な教育ニーズに対応した支援の充実

(ⅰ) こども一人ひとりの個性を大切にし、特別支援・不登校・日本語支援をはじめとする
多様なニーズに対応した支援や配慮を充実します。

(ⅱ) こども園、小・中学校、「ゆうゆう広場」におけるスクールカウンセラーやスクールソーシャ
ルワーカーの配置など相談体制の充実に努めます。

(ⅲ) 子育て応援センター「はぐくみ」※7 と連携し、困難を抱える家庭の早期発見や早期
支援に取り組みます。

（３） 一人ひとりの未来の魅力化を図る教育環境の推進

① こどもにとっての最善の利益が尊重される環境づくり

(ⅰ) こどもの未来魅力化条例を制定し、こどもが生まれ育つ環境に左右されることなく、
その将来に夢や希望を持って成長していけるよう、まち全体「オール久御山」で支援し
ていきます。

(ⅱ) こどもにとって、最善の利益が尊重される環境づくりを推進します。

※6 主体的に学習したいと考えている町内の中学生に対し、学力の向上を図るとともに学習習慣を身につけ

て知識・技能を定着させ、希望進路の実現をめざすために実施している事業。毎週水曜日に開催。

※7 18 歳までのすべてのこどもとその家庭及び妊産婦等を支援するため、「こども家庭総合支援拠点」と

「子育て世代包括支援センター」の２つの機能を持ち、こどもの発達・ご家庭の健康などの相談対応をする

とともに、虐待対応や予防の観点で積極的な見守りなどを実施。
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② 生まれ育つ環境に左右されない学習環境の充実

(ⅰ) 家庭環境に関わらず就学前教育やこども園、小・中学校の給食を無償で提供しま
す。

(ⅱ) 家庭環境による教育・体験格差に対応するため、地域や企業と連携し、様々な経
験や体験の機会を工夫します。

(ⅲ) まなび塾やこども食堂など居場所づくり等の支援を行うことにより、こどもが地域と
つながる場づくりを推進します。

③ ライフステージに応じた切れ目ない支援の充実

(ⅰ) 不登校や特別支援などをはじめとするこどもを取り巻く課題について、スクールカウン
セラーやスクールソーシャルワーカーなどチーム学校で取り組みます。

(ⅱ) 子育て応援センター「はぐくみ」の体制を確保し、教育と福祉が連携を図ることで、
課題や困難を抱えるこどもの早期発見・早期支援へとつなげていきます。

④ こどもの育ちを支える地域活動の推進

(ⅰ) 学校運営協議会に地域学校協働活動推進委員を順次配置し、「地域とともに
ある学校」づくりを推進します。

(ⅱ) 地域の力を活かした豊かな自然体験やものづくり体験を通して、こどもを育む環境づ
くりに努めます。

(ⅲ) 「宿泊体験活動」をはじめとする青少年健全育成活動や放課後まなび教室、総合
体育館（各社会教育施設※8）のこども向け講座等の社会教育活動を展開し、こ
どもの「育ち」を支える地域活動を継承・発展させていきます。

(ⅳ) すべての教育の出発点である家庭教育を支援するため、ＰＴＡ活動や地域コミュ
ニティの充実など、家庭教育力の向上に努めます。

⑤ 安全･安心な教育環境整備

(ⅰ) 施設の老朽化にかかる長寿命化対策をはじめ、体育館の空調設備設置、トイレ
の洋式化などの社会的環境の変化に対応した安全･安心で良好な施設の充実を
図ります。

（ⅱ）登下校時の通学路の安全･安心を推進します。

※8 総合体育館をはじめ、ふれあい交流館ゆうホール、図書館、久御山中央公園、木津川河川敷運動広場、

町民プール、町民プール庭球場、全世代・全員活躍まちづくりセンター「グランハット」（建築中）。
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（４） 全世代が自分らしく学び、
地域社会の担い手となる生涯学習の推進

① 生涯にわたる学びの提供と多世代交流の促進

(ⅰ) 関係団体・事業所と連携しながら、町民文化祭をはじめ講座やイベント等を幅広く
開催し、文化の薫り高い町でより豊かな人生を送れるよう、文化・芸術など多様な
学習活動を進めます。

(ⅱ) 全世代・全員活躍まちづくりセンター「グランハット」、中央公園（まちのにわ構想）
などが年代を問わず多世代が交流できる施設となるよう、取組を実施します。

(ⅲ) 在勤者のスキルアップ講座を開催し、地域で働く人材の能力向上と地域社会の活
性化につなげます。

(ⅳ) 高齢者向けの学びを展開し、健康維持や介護予防、社会的孤立の防止に努める
とともに、地域づくりの担い手として活躍できる環境を整えます。

② スポーツ活動を通じた健康増進と交流の促進

(ⅰ) 町スポーツ団体などによる組織的な活動を通じ、講座の受講後に参加者が自主的
にサークルを創設し、活動の継続につながる事業展開を行います。

(ⅱ) スポーツを通じた交流や健康づくりが行えるよう、ホームタウンとなっているプロスポーツ
チーム等をはじめ各関係団体の協力を得ながら、町民運動会やくみやまマラソンなど
のスポーツイベントを開催します。

(ⅲ) リニューアルされる久御山中央公園で開催する様々なスポーツイベント、「歩くまち」
「スポーツに親しむ日」や「チャレンジスポーツ」などを開催することにより、住民のスポーツ
への関心を高める取組を実施します。

③ 郷土愛につながる歴史文化の保全・活用の促進

(ⅰ) 本町文化財の調査・研究、保護活動を推進するとともに、指定・登録を進めます。
また、民俗行事や食文化など無形文化財についても、継承活動を支援するととも
に、記録保存に努めます。

(ⅱ) 旧山田家住宅保存活用計画に基づき、中長期的な視野に立った適切な維持管
理と活用を図っていきます。

(ⅲ) 住民の歴史に関する学習機会の充実に努めるとともに、各種遺産の展示・公開・
継承などを通じて積極的な活用を図り、住民の平和を愛する心や郷土愛の醸成に
つなげます。
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